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当組合の歩み（沿革）

経営理念と方針

ごあいさつ
　組合員の皆さまには、日頃から当信用組合に格別のご愛顧

とご支援を賜りまして、心から感謝申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大は数度に渡る緊急事態宣

言の発令などにより日本経済に大きな影響を与えており、収

束にはなお相当の期間を要するものと見込まれます。こうし

た中で日本銀行における金融緩和政策の継続も続けられ金利

は低水準で推移しております。

　当信用組合でも数年来、貸出金利回り、余資運用利回りの

低下に伴い利鞘が縮小しています。また組合員の退職に伴う

脱退が増加しており、大変に厳しい経営状況が続いています。

　新型コロナウイルス感染症の影響は、組合員の生活や未来

にも影響を与えはじめております。

　信用組合は相互扶助を目的としております。仲間を仲間が

助けるということです。

　組合員の皆さまと一緒に、この困難を乗り越えて行きたい

と存じます。

　信用組合の必要性、活用をもっと皆さまにご理解していた

だき、当信用組合が将来にわたり、組合員の皆さまの負託に応えていけるよう、今が正念場と考え努力

してまいります。

　ここに、2020年度経営状況を取り纏めましたので、ご高覧いただき当信用組合の現況についてご理解

賜りたいと存じます。

　今後も役職員一同、組合創立時の精神「相互扶助」を念頭に置き、出資組合員の皆さまから信頼され、

安心してご利用いただける「ＪＲ新潟グループ」の金融機関を目指して努力してまいりますので、ご支

援をよろしくお願いいたします。



事業の組織

役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名）

令和２年度経営環境・事業概況

理 事 長／小　林　義　孝
常勤理事／鈴　木　　　博
常勤理事／桐　生　孝　志
理    事／関　根　利　秋
理    事／佐　藤　秀　一
理　　事／鈴　木　文　美
理　　事／西間木　友　也
理　　事／和　田　洋　平
理　　事／馬　場　　　隆

　日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響により、依然とし
て厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、
一部に弱さが見られます。先行きについては、感染拡大の防止策
を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各
種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直していくことが
期待されます。ただし、感染の動向が内外経済に与える影響に十
分注意する必要があります。
　日本銀行は3月19日、2％の物価安定目標を実現するため、より
効果的で持続的な金融緩和を実施するための措置を講じ、日銀の
黒田総裁は春の支店長会議の中で緊急事態宣言に準じた対応を可
能とする「まん延防止等重点措置」の適用が6都府県に広がってお
り、コロナ感染の現状に関しては「第4波」との指摘も出ていると
して大規模金融緩和を継続する考えを表明しています。
　新型コロナウイルス感染症の影響は、私たちの日常生活にも大
きな影響を与えており、日常生活面、ライフプラン面においても
影響が表れ始めています。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、労組に
よる各種研修会の中止や職場への部外者訪問の禁止など組合員へ
の加入活動にも制限が生じました。その中でも各理事による職場
内での勧誘やＪＲグループ各社の社員研修時に勧誘時間をいただ
く等、ご協力をいただきました。今後も各理事・ＪＲ各社及びＪＲ
グループ各社との関係強化を図ってまいります。
　また、業務の見直しを検討し、利用頻度の低い越後湯沢支部の
事務所を閉所し業務を本店及び長岡支部に移しました。今後も組
合員の利用状況等を検討しながら業務の見直しを進めてまいります。
（1）出資組合員及び出資金の状況
    出資組合員については、ＪＲ新潟支社社員の大量退職期に加
　えてＯＢ組合員の高年齢化もあり、令和2年度は219名の方が脱
　退しています。新規組合員のご紹介によるクオカード進呈の取
　り組みも始めましたが、新入社員の加入は約26％に留まり、令
　和2年度の新規加入はグループ会社も含めて43名となり、令和2年
　度末の組合員数は前年度より176名少ない4,271名となりました。
（2）預金積金の状況
  　預金については、組合員のニーズを先取りした施策の展開と
　キャンペーンの充実、時節毎のパンフレットの配布や案内に取
　り組んでまいりました。退職者に向けた「セカンドライフ応援
　定期預金」の案内並びにボーナス控除及び金利上乗せキャンペー
　ンなど、きめ細かいパンフレットの配布とホームページでの宣
　伝も行ってきましたが、令和2年度末では前年度比2億40百万円
　の減少となり、期末残高は72億7百万円となりました。
（3）貸出金の状況
  　貸出金については、ＪＲ新潟支社社員の大量退職期を迎えて
　おり、少しでも融資を増やすために新規ローン利用者のご紹介
　によるクオカード進呈や様々なキャンペーンを展開してきまし
　た。「ニューフリーローン」や「カード１００」の新規利用者へ
　クオカードの進呈や、「マイカーローン」や「奨学ローン」の
　通常金利の引き下げに加え、3百万円までは「保証人も保証会社
　も不要」という、他の金融機関では見られない有利な条件で使
　い道が自由な生活サポートとしての「ニューフリーローン」の
　提供も継続しております。さらに、住宅ローンの金利も毎月見
　直しを行い、ご利用しやすい金利設定に努めてまいりました。
　　また、窓口に行かなくてもインターネットやスマートフォン
　により商品閲覧や仮申込ができる「ネットロ－ン」機能も充実
　させており、パンフレットやホームページによる宣伝を行って
　まいりました。しかし、退職者の増加に伴う一括返済が増加し、
　期末残高は前年度比4億83百万円の減少となり24億55百万円とな
　りました。
（4）損益の状況
  　収益面については、金融緩和の長期化、マイナス金利政策を
　背景とする貸出利鞘の減少により、貸出金利息収入は前年度比
　16百万円減少し、有価証券の売却による収益確保にも取り組み
　ましたが経常収益は1億61百万円となり、前年度比15百万円の減
　少となりました。しかし、物件費及び個別貸倒引当金繰入は減
　少したため、経常利益は前年度比5百万円の減少に留まり結果と
　して14百万円となり、法人税等調整額を加え15百万円を当期純
　利益として計上し、繰越金の5百万円を加え、当期未処分剰余金
　は21百万円となりました。
（5）自己資本比率の状況
    財務の健全性を示す自己資本比率については、当期純利益15
　百万円を計上できたことから、14.78%となりました。なお、監
　督官庁の指標である国内基準4%はもとより国際基準8%をも大き
　く上回っており、経営の健全性は確保されております。
（6）母体法人を通じた社会貢献
    当組合は、中長期経営目標に、母体法人を通じた「お体が不
　自由な方及び高齢者に対する社会貢献」及び「青少年育成等へ
　の貢献」を掲げており、次により実施してまいりました。
  ≪新潟鉄道少年団への活動支援≫
    平成26年度　20万円寄付　
    平成27年度　20万円寄付、花の種のプレゼント
    平成29年度　20万円寄付　     
    平成30年度　20万円寄付
　　令和02年度　20万円寄付　

　　信用組合は協同組合組織による金融機関で、組合員の総意によ
　り意思を決定する機関である「総会」が設けられております。し
　かし、当組合は4､000名を超える組合員を数えることから総会の開
　催は困難なため、中小企業等協同組合法等の定めるところにより
　総代会を設置しております。
　　総代会は、当組合の最高意思決定機関であり、決算や事業活動
　等の報告が行われるとともに、剰余金処分、事業計画の承認、定
　款変更、理事・監事の選任など、当組合の重要事項に関する審議
　及び決議が行われます。

　　総代は組合員の代表として、総代会を通じて組合員の信用組合
　に対する意見や要望を経営に反映させる重要な役割を担っていま
　す。

　　当組合の定款及び総代選挙規程の定めるところにより、各地区
　の組合員の中から選出されます。任期は１年とし、地区ごとに「総
　代定数」を定めております。

　　令和3年6月19日(土)13時30分より、コープシティ花園［ガレッ
　ソ］において第56回通常総代会を開催いたしました。今年は、新
　型コロナウイルスの感染対策に十分配慮しての開催のため、総代
　総数100名中、委任状を含む54名のご出席をいただき、下記の議案
　について説明・審議を行い、原案どおり承認されました。
　　第1号議案　第55期事業報告・貸借対照表・損益計算書・附属明細
　　　　　　　 書・剰余金処分案及び監査報告承認の件
　　第2号議案　第56期事業計画及び収支予算承認の件
    第3号議案　役員任期満了に伴う改選の件

理　　事／阿　達　　　朗
理　　事／佐　藤　市　郎
理　　事／法　山　　　環
理　　事／稲　田　直　幸　
理　　事／西　脇　　　正
理　　事／小　松　広　太
監　　事／石　田　宗　紀
監事（員外）／石　田　直　樹
　　　 （令和3年6月19日現在）

総代会

　※総代氏名は、本店内掲示板に掲載しております。



自己資本比率規制

自己資本比率の状況

自己資本の構成に関する事項

項 　 　 　 　 　 　 目 令和元年度 令和２年度 項 　 　 　 　 　 　 目 令和元年度 令和２年度

コア資本に係る基礎項目

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の 2 の規定に基づき、信用協同組合

     及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」

     に係る算式に基づき算出しております。

自己資本比率

自己資本

リスク・アセット等　　　　

コア資本に係る調整項目



自己資本の充実度に関する事項

信用リスクに関するエクスポージャー及び種類別の期末残高〈地域別・業種別・残存期間別〉 （単位：百万円）

（単位：百万円）

令和元年度

イ．信用リスク･アセット、
　 所要自己資本の額合計　　

ⅰ

ⅳ

ⅶ

ⅸ

ⅹ

ⅺ

令和２年度

（注）１.所要自己資本の額＝リスク･アセットの額×4％

　　 ２.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並

        びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。

　　 ３.「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体

　　　　金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、

        地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内において

        ソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際

        通貨基金、欧州中央銀行、信用保証協会等のことです。

　　 ４.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から

　　　　　３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン

　　　　向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」

　　　　においてリスク･ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

　　 ５．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅹ）に区分されないエクスポージャーです。

        具体的には、有形・無形固定資産、その他の資産などが含まれます。　　　

 　　６.オぺレーショナル･リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

　　　　　＜オペレーショナル･リスク（基礎的手法）の算定方法＞

　　　　　　 ÷８％

 　　７.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

（注）1.｢三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
 　  2.上記の「その他」は、裏付けとなる個々の資産の全部または一部を把握することや業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
       具体的には、有形・無形固定資産、その他の資産などが含まれます。
　　 3.CVA リスクおよび中央精算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　 4.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

令和元年度 令和２年度

ロ．オペレーショナル･リスク

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）



一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位：百万円）

（単位：百万円）

業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等 （単位：百万円）

自己資本比率規制



出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価等 （単位：百万円）

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式の時価のあるもの貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 証券化エクスポージャーに関する事項

金利リスクに関する事項

（注）  １．金利リスクの算定にあたり、考慮している前提は以下のとおりです。
　　　　　（1）コア預金
　　　　　　　①流動性預金全体に占めるコア預金の割合　　　　　　 50％
　　　　　　　②コア預金に割り当てられた金利改定の平均満期　　　2.5年
　　　　　　　③流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期　 1.25年
　　　　　　　④流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期　    5年
　　　　　（2）固定金利貸出には、保守的な前提の反映により期限前返済（返済率 3%）を考慮しております。
　　　　　（3）定期預金には、保守的な前提の反映により早期解約（解約率 34%）を考慮しております。

出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 （単位：百万円）

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識
    されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評
    価損益です。



貸借対照表 （単位：千円）

経理・経営内容

現　　　　　　　　  金

預　　　　け　　　　金

有 価 証 券

　

貸　　　　出　　　　金

　

そ   の   他   資   産

　

有　形　固　定　資　産

　

無　形　固　定　資　産

貸   倒   引   当   金

  　

資　産　の　部　合　計

預 金 積 金

　

借　　　　用　　　　金

　

そ   の   他   負   債

　

　

賞   与   引   当   金

退 職 給 付 引 当 金

役員 退 職 慰 労 引 当 金

繰　延　税　金　負　債

負　債　の　部　合　計

出　　　　資　　　　金

　

利   益   剰   余   金

組 合 員 勘 定 合 計

純 資 産 の 部 合 計　

負債及び純資産の部合計



貸借対照表の注記事項

記載金額は､千円未満を切り捨てて表示しております｡なお､以下の注記について

は､表示単位未満を切り捨てて表示しております｡

有価証券の評価は､満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価

法(定額法)､その他有価証券のうち時価のあるものについては､期末月1か月平均

に基づいた市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により

算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均

法による原価法又は償却原価法により行っております｡なお､その他有価証券の

評価差額については､全部純資産直入法により処理しております。

有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は､定額法を採用しております｡また､

主な耐用年数は､次のとおりであります。

   建   物           8 年～39 年

   その他           3 年～20 年

無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は定額法により償却しております｡な

お､自社利用のソフトウェアについては､当組合内における利用可能期間(5年)に

基づいて償却しております｡

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資

産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法を採用して

おります。なお、残存価額については、リース契約上に残存保証の取決めがある

ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。

日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の

資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」

（令和2年10月8日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権

ついては、過去3年間の貸倒実績率では十分な引当額が算出されないと判断し、

当該基準による適切な貸倒実績率等が算定されるまでは、法人税法に規定する

繰入限度額を下限として引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及

び実質破綻先債権に相当する債権ついては、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。

なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総

合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に関する事項は次

のとおりです。

（1）制度全体の積立状況に関する事項(令和2年3月31日現在)

            年金資産の額                                 326,130百万円

            年金財政計算上の数理債務の額と

　　　　　 　 最低責任準備金の額との合計額     282,169百万円

            差引額                                         　　43,960百万円

（2）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

                                                                           0.035％

（3）上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高20,484

    百万円及び別途積立金64,445百万円である。本制度における過去勤務債務の    

   償却方法は期間12年の元利均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、

    特別掛金0百万円を費用処理している。

役員退職慰労引当金は､常勤役員への退職慰労金の支出に備えるため､役員規

程に基づく退職慰労金の支給見込額のうち､当事業年度末までに発生していると

認められる額を計上しております。

消費税及び地方消費税の会計処理は､税込方式によっております。

理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66百万円

理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61百万円

有形固定資産の減価償却累計額            151百万円

貸出金のうち、破綻先債権額は8百万円、延滞債権額は33百万円であります。

　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとし

て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収

利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第

96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が

生じている貸出金であります。

　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務

者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金

以外の貸出金であります。

貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。

　　なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か

ら3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの

であります。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は0百万円であります。

　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債

務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以

上延滞債権に該当しないものであります。

破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額

の合計額は42百万円であります。なお、14．から16．に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。

(注) １.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、電子計算機等及び営業用車両に

ついてリース契約により使用しています。

担保に提供している資産は、次のとおりであります。

　　担保提供している資産　　　　　　預け金　　760百万円

　　担保資産に対応する債務　　　　借用金　　700百万円

出資1口当たりの純資産額は1,374円31銭です。

金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

        当組合は､預金業務､融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っ

     ております。

　　　　このため､金利変動による不利な影響が生じないように､資産及び負債の総

　　合的管理（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

        当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客さまに対する貸

　　出金です。また、有価証券は主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目

　　的、純投資目的及びその他目的で保有しております。

　　　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の

　　変動リスクに晒されております。

　　　　一方、金融負債は主としてお客さまからの預金であり、流動性リスクに晒され

　　ております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

     ① 信用リスクの管理

            当組合は､信用リスクに関する管理諸規程に従い､貸出金については個

         別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、

         問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。

         これらの与信管理は、役員と管理者が一体となった「常勤会」において定

         期的に審議・報告を行っております。

     ② 市場リスクの管理

     （ⅰ） 金利リスクの管理

                当組合は、日興NBAシステムによって金利リスクを管理しております。

             なお、当該リスクは四半期ベースでデータ把握を行い、常勤会におい

             て数値分析及び今後の対応等の協議を行っています。

     （ⅱ） 為替リスクの管理

                当組合は、為替の変動リスクに関して、定期的にデータを把握・管理

             しており、常勤会において前記と同様にしております。

     （ⅲ） 価格変動リスクの管理

                有価証券を含む市場運用商品の保有については、理事会の監督の

             下、資金運用規程に従い行っております。なお、価格変動等について  

             は都度に常勤会において分析・対応等の協議を行っています。

     （ⅳ） 市場リスクに係る定量的情報

                当組合では、「有価証券」のうちその他有価証券及び満期保有目的

             の債券の市場リスク量をVaRにより月次で計測し、取得したリスク量がリ

             スク限度額の範囲内となるよう管理しております。 当組合のVaRは、共             

             分散行列法（保有期間１か月、信頼区間99％､観測期間5年）により算出

             しており、令和3年3月31日現在での当組合の市場リスク量は、全体で

             35,825千円です｡ただし､VaRは過去の相場変動をベースに統計的

             に算出した一定の発生確率での市場リスクを計測しており､通常では考

             えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉でき

             ない場合があります。

     ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

         当組合は、日々の資金繰りにて流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場

     合には合理的に算定された価額が含まれております｡当該価額の算定におい

     ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

     当該価額が異なることもあります。なお、金融商品のうち預け金、預金及び貸

     出金については､ 日興NBAシステムスポットデートモデルによる評価を行い

       ｢ディスカウントキャッシュフロー法｣で算出した金額を時価に代わる金額とし

     て開示しております。

        また、有価証券の満期保有目的の債券については、各証券会社より報告さ

     せた月末の基準価額を､その他有価証券については､期末月の平均値を時価

     としております。

金融商品の時価等に関する事項

   令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場

株式等は､次表には含めておりません。

　　また､重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

18.

19.

20.

21.

22.

（単位:百万円)

／

（1）預け金

（2）有価証券

     満期保有目的の債券

     その他有価証券

（3）貸出金

     貸倒引当金

         金融資産計

（1）預金積金

（2）借用金

         金融負債計

3,525

－

2,059

2,455

△ 23

2,432

8,018

7,207

700

7,907

3,523

－

2,059

2,615

△ 23

2,592

8,176

7,219

700

7,919

△ 1

－

－

159

－

159

158

12

0

12

貸借対照表計上額 時      価 差      額



経理・経営内容

有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。

（１）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。

（２）満期保有目的有価証券に区分した有価証券はありません。

（３）その他有価証券

【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】　

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】　

23.

24.

25.

26.

27.

（単位:百万円)

／

株　　　　　　　式

債　　　　　　　権

　　　　　  国　　　債 　

            地  方  債　

            社　　　債　

そ　　　の　　　他

小　　　　　　　計

93

961

202

458

300

248

1,304

57

947

200

446

300

234

1,239

35

14

2

11

0

14

64

貸借対照表計上額 取得原価 差      額

（単位:百万円)

／

株　　　　　　　式

債　　　　　　　権

　　　　　  国　　　債 　

            地  方  債　

            社　　　債　

そ　　　の　　　他

小　　　　　　　計

          118

480

389

90

－

156

755

125

490

399

91

－

160

777

△ 7

△ 9

△ 9

△ 0

－

△ 4

△ 21

合　　　　　　　計            2,059 2,016 43

（注）　1.貸借対照表計上額は、当事業年度末前１か月の市場価格の平均に基づい

　　　　　て算定された額により計上したものであります。

　　　　2.その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

　　　　　価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあ

　　　　　ると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表価額とす

　　　　　るとともに、評価差額を当該事業年度の損失として処理しております。

当期中に売却した満期保有目的の債権はありません。

当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

           　　 売 却 価 額　　　　　　　　売 却 益　　　　　　　　売 却 損

            　　280百万円         　 　　  44百万円　　　　 　　　　　 -

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還

予定額は次のとおりであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のと

おりです。

　　繰延税金資産

           貸倒引当金損金算入限度額超過額　　　　　　　　　　　　3百万円

           退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

           役員退職慰労引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

           税務上の繰越欠損金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

           その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          21

           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額　△ 14

　　評価性引当額小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　△ 14

　　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

　　繰延税金負債

           その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　　　　　 12

    繰延税金負債合計       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

　　繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5百万円

貸借対照表計上額 取得原価 差      額

／

債　　　　 券

     国 債

     地方債

     社 債

そ 　の 　他

合　       計

           201

－

201

100

－

 201

          306

102

103

100

－

306

           100

－

－

100

202

302

            734

490

243

－

－

734

1年以内 10年超1年超5年以内 5年超10年以内

組合員の推移

区　　分

個　　人

法　　人

合　　計

（単位：人）



損益計算書 （単位：千円）

経　　　常　　　収　　　益   

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

     

経      常      費      用   

  資 金 調 達 費 用 

役 務 取 引 等 費 用 

そ の 他 業 務 費 用  

経                    費 

そ の 他 経 常 費 用 

    

経      常      利      益

特      別      利      益

特      別      損      失

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法  人  税  等  調  整  額

当    期    純    利    益

繰          越          金

当 期 未 処 分 剰 余 金

（注） 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

     2.出資1口当たりの当期純利益は42円10銭であります。



剰余金処分計算書

経理・経営内容

（単位：千円）

当期末未処分剰余金

剰　余　金　処　分　額

次 期 繰 越

人　　　　件　　　　費 

　　 

物        件        費 

     

税                  金

経 費 合 計 
粗利益 （単位：千円）

資  金  運  用  収  支

役 務 取 引 等 収 支

そ の 他 の 業 務 収 支 

業   務   粗   利   益 

業  務  粗  利  益  率

業　　務　　純　　益 

実　質　業　務　純　益 

コ　ア　業　務　純　益 

経費の内訳 （単位：千円）

受取利息及び支払利息の増減 （単位：千円）

総資金利鞘等 （単位：％）

（注） 1．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用を控除して表示
       することとなっておりますが、当組合は該当ありません。
                            業務粗利益
                      資金運用勘定計平均残高 

（注） 資金運用利回り＝                       ×100

     資金調達原価率＝                                 ×100

（注） 1．残高計数は期末日現在のものです。
　　 2.「自己資本比率(単体)」は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。

     2．業務粗利益率 =                        ×100

     3．業務純益 ＝ 業務収益 － （業務費用 － 金銭の信託運用見合費用）   
     4．実質業務純益 ＝ 業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額   
     5．コア業務純益 ＝ 実質業務純益 － 国債等債券損益   

主な経営指標の推移 （単位：千円）

コ　ア　業　務　純　益
（投資信託解約損益を除く。）

資金運用収益

資金運用勘定計平均残高

 （資金調達費用－金銭の信託運用見合費用＋経費） 

資金調達勘定計平均残高



資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

資 金 運 用 

勘           定

資 金 調 達 

勘           定

有価証券、金銭の信託等の取得価格または契約価格、時価及び評価損益 （単位：百万円）

（注） 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は
　　 金銭の信託等運用見合額の平均残高及び利息を、それぞれ控
　　 除して表示することとなっております。

（注） 「時価」は「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企
　　 業会計審議会：平成11年1月22日）  に定める時価に基づいて表示
     しております。なお、時価のないものについては、帳簿価格で表
     示しております。      
      
      

（注） 総資産経常(当期純)利益率＝  　 　　 
経常(当期純)利益

　　　　　　　　　　　　　　　　総資産（債務保証見返を除く）平均残高
×100 

    

総資産利益率 （単位：％）

預貸率及び預証率 （単位：％）

（注）1．預貸率＝                    　×100    

　　 2．預証率＝                    　×100    

貸出金
預金積金 ＋ 譲渡性預金

有価証券
 預金積金 ＋ 譲渡性預金



預金種目別平均残高

資　金　調　達

（単位：百万円、％）

定期預金種類別残高 （単位：百万円）

預金者別預金残高 （単位：百万円、％）

個　　　　　　　　人

法　　　　　　　　人



貸出金種類別平均残高

資　金　運　用

（単位：百万円、％）

貸出金金利区分別残高 （単位：百万円）

貸出金業種別残高・構成比 （単位：百万円、％）

貸出金使途別残高 （単位：百万円、％）

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額 （単位：百万円、％）

（注）  業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載して

　　　おります。



有価証券種類別残存期間別残高 （単位：百万円）

資　金　運　用

有価証券種類別平均残高 （単位：百万円、％）

（注）  当組合は、商品有価証券を保有しておりません。



金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額 （単位：百万円、％）

リスク管理債権及び同債権に対する保全額 （単位：百万円、％）

（注）1．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥って

　　　 いる債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

     2．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び

      　利息の受取りができない可能性の高い債権です。  

　　 3．「要管理債権」とは、「３か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。

　　 4．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管

       理債権」以外の債権です。                   

     5．「担保・保証等（B）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と及び保証による回収が可能と

       認められる額の合計額です。

     6．「貸倒引当金（C）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。       

     7．金額は決算後（償却後）の計数です。

（注）1．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期
       間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取
       立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上し
       なかった貸出金（貸出償却を行なった部分を除く。以下「未
       収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第
       96条第１項第3号のイ．会社更正法等の規定による更生手続開
       始の申立があった債務者、ロ．民事再生法の規定による再生
       手続開始の申立があった債務者、ハ．破産法の規定による破
       産の申立てがあった債務者、ニ．商法の規定による整理開始
       又は特別清算開始の申立てがあった債務者、ホ．手形交換所
       の取引停止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。     
     2．「延滞債権」とは、上記１及び債権者の経営再建又は支援（以下
       「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払い
　　　 を猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。
     3．「３か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支
       払日の翌日から３か月以上延滞している貸出金（上記１及び
       ２を除く）です。
 　     
 　

4．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを

  目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債

  権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行なった貸出

　金 （上記 1～ 3を除く）です。

5．「担保・保証等（B）」は、「リスク管理債権総額（A）」におけ

　る自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による

　回収が可能と認められる額です。     

6．「貸倒引当金（C）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に

　対して引当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の

　貸出金等に対する貸倒引当金は含まれておりません。 

7．「保全率（B+C）／(A)」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担

  保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

8．これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回

  収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金

　を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありま

　せん。



リスク管理体制･法令順守体制･個人情報管理体制

報酬体系

報酬体系について



経 営 管 理 体 制

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況

法定監査の状況

中小企業等金融円滑化法

苦情処理措置

紛争解決措置

 

改正利息制限法への対応 ※１



アンケート

 



そ　の　他

 

当 座 預 金

普 通 預 金

別 段 預 金

貯 蓄 預 金

納 税 準 備 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

外 貨 預 金

譲　渡　性　預　金

全    額    保    護

保　　護　　対　　象　　外

利息がつかない等の条件を満たす
決済用預金は全額保護

合算して元本１,０００万円までとその利息を保護

地域社会への貢献

  職域信用組合として「ＪＲ新潟グループとともに歩み、出資組合員の
皆様の福利厚生の促進と生活の安定向上に寄与し、ひいては地域社会の
発展に貢献すること。」の経営理念から次の取組みを行っております。
(1)職員による献血活動
(2)青少年育成として、交通道徳会「鉄道少年団社会奉仕活動」の支援



取扱商品のご案内

そ  の  他

貸出金

※１.

  ２.

保証会社利用の住宅ローンは､保証会社から保証を受けていただきます｡保
証人は原則不要で､保証料をご負担いただき、また､団体信用生命保険にも
ご加入いただきます｡(３大疾病の特約付の保険も取り扱いが出来ます｡)
ライフ･短期ライフ･退職一括返済ローンは､｢配偶者及び収入のあるご家族
又は当組合の組合員｣の保証でご利用いただけます｡

預  金

店舗一覧表(事務所の名称･所在地) (自動機器設置状況)



索　引
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